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２－２．平和利用の担保
我が国は、今後も、非核三原則を堅持しつつ、原子力の研究、開発及び利用を

厳に平和の目的に限って推進し、国際的な核不拡散制度に積極的に参加し、ＩＡＥ
Ａ保障措置及び国内保障措置の厳格な適用を確保していくべきである。また、関
係者において核拡散防止に対する自らの高い意識を維持するよう不断の努力を
継続し、核不拡散とそのための仕組みの遵守が原子力平和利用の大前提である
という我が国の基本姿勢を、国民全てが共有するように広聴・広報面の努力を行
うとともに、引き続き国際社会に対しても強く発信していくべきである。

原子力政策大綱より抜粋



2

保障措置の実施状況
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（１）核不拡散条約（NPT）

１９７０年発効（我が国の批准は１９７６年）

核兵器国：核兵器の委譲、製造等の援助の禁止（第１条）

非核兵器国：核兵器の製造、取得等の禁止（第２条）とともに、国際原子力機関（IAEA）と保障措置協定
を締結し、全ての核物質について保障措置の受諾を義務付け（第３条）

※我が国は、１９７７年（昭和５２年）に日・IAEA保障措置協定を締結

（２）保障措置

上記協定締結後、我が国の核物質につき、その物質が核兵器その他の核爆発装置に転用されていな
いことを適時に探知する包括的保障措置制度が適用された。その基本的考え方は、まず国が責任を
もって保障措置を実施し、IAEAはその結果を検認するというもの。

具体的には、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（原子炉等規制法）に基づ
き、以下の活動を実施

（１） 計 量 管 理 ：原子力事業者が核物質の在庫量等を国に申告 （事業者の義務）

（２） 封じ込め/監視 ：核物質の移動等を監視カメラ、封印等により確認 （国の義務）

（３） 査 察 ：国及びIAEAの査察官が施設に立ち入り、核物質の使用状況等を検認

（国の義務）

保障措置について

査察の実施監視カメラの設置封印
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国際原子力機関（ＩＡＥＡ）等国際原子力機関（ＩＡＥＡ）等

文 部 科 学 省（我が国全体の保障措置の企画・実施）文 部 科 学 省（我が国全体の保障措置の企画・実施）

追加議定書の対象

原子力施設原子力施設原子力施設 加工施設、原子炉施設、
再処理施設、使用施設、等

国

際

査

察

指定情報処理機関※２

・核物質の計量管理報告の
情報処理及び解析

指定保障措置検査等実施機関※２
①保障措置検査
②試料分析 等

・原子力関連資機材の製造組立場所

・核物質を用いない核燃料サイクル

関連研究開発活動の実施場所

・ウラン鉱山
等

保障措置検査（査察）
①計量管理
②カメラ、封印等による
封じ込め/監視

③現場立入 等

国内査察

追加議定書
に基づく措置

※１：通常査察中に発生した補完的なアクセス等を除く
※２：｢指定保障措置検査等実施機関｣，「指定情報処理機関」として、原子炉等規制法に 基づき（財）核物質管理センターを指定。

外 務 省外 務 省

評価報告 保障措置に関する協議等

活
動
状
況
の
報
告
等

計
量
管
理
報
等

報
告

報
告

連携・協力※１

我が国における保障措置実施体制
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我が国の保障措置活動（２００５年）

施設数注１）

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

6 6 339 21,855 344 60 284

79 79 2,402 207,263 515 237 278

3 3 598 47,890 836 24 812

157 31 1,673 68,910 575 64 511

245 119 5,012 345,918 2,270 385 1,885

107 107 0

29 29 0

245 119 5,012 345,918 2,406 521 1,885

注１） IAEAによる査察対象の総事業所数を記載している。

注２） ２００５年に査察実績のあった事業所数を記載している。

注３） 原子炉等規制法に基づき事業者から報告される在庫変動報告、物質収支報告、実在庫量明細表の件数の合計を記載している。

注４）

注５） ＩＡＥＡに提供された施設の設計情報等の正確性及び完全性を検認するもの。（ＩＡＥＡの定義する査察人・日には含まれない。）

注６） 追加議定書に基づき、未申告の核物質や原子力活動がないこと等を確認するため、我が国の立会いの下、従来アクセスが認められていない場所に対してＩＡＥＡが立ち入るもの。
（ＩＡＥＡの定義する査察人・日には含まれない。）

原子炉等規制法上の規制区分

 設計情報検認注５）

補完的なアクセス注６）

小　　　計

合　　　計

査察実績施設数
注２）

   製　　　錬

   加　　　工

   原　子　炉注４)

   再　処　理

東京電力福島第一原子力発電所使用済燃料共用プール（使用施設）分を含む。

   使　　　用

計量管理報告

報告件数注３） データ処理件数
国の職員による
査察実績人・日

指定保障措置検査等
実施機関による保障措

置検査実績人・日

 我が国における
 査察実績人・日
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我が国における核物質保有量

天然ウラン 劣化ウラン トリウム プルトニウム

（ｔ） （ｔ） U（ｔ） U-235（ｔ） （ｔ） （kg）

- - - - - - 

549 10,721 1,267 51 0 - 

477 2,185 14,886 320 0 107,520

2 457 1,836 18 0 14,431

80 42 34 1 2 3,802

1,109 13,404 18,022 390 2 125,753

注１）

注２）

注３）

注４） 四捨五入の関係により、合計が一致しない場合がある。

濃縮ウラン

　原　子　炉注2)

　再　処　理

（2005年12月31日現在）

　使　　　用注3)

　　核燃料物質の区分
　　　　　　　　注１)
原子炉等規制
法上の規制区分

　製　　　錬

　加　　　工

核燃料物質の使用の許可を受けた使用者及び法律第52条第1項第5号の政令で定める種類及び数量以下の使用者の核燃料物質の合計量を記載している。

　合　　　計注4)

核燃料物質の区分は、原子力基本法及び核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の規定に基づいており、物理的・化学的状態によら
ず合計量を記載している。

東京電力福島第一原子力発電所使用済燃料共用プール（使用施設）分を含む。
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主要な核燃料物質移動量（２００５年）
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●IAEAは、前年１年間の保障措置活動の結果をまとめた
保障措置実施報告書(Safeguards Implementation 
Report : SIR)を作成

●ＳＩＲ報告書において我が国は、
①申告された核物質の平和的活動からの転用の兆候
②未申告の核物質及び原子力活動が存在する兆候

が認められないと評価されており、特に２００３年版報告
書においては
「保有する全ての核物質が保障措置下にあり平和的原子
力活動の中に留まっている」旨の「結論」を初めて導出さ
れ、以降、現在に至るまで毎年同様の「結論」を得ている。

IAEAによる我が国の評価
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保障措置の強化・効率化
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●背景
これまでのIAEA保障措置は、当事国が申告した核物質についてのみ平和目的以外に転用されていないことを確認し

ていた。
１９９０年代に入り、このようなIAEA保障措置制度を揺るがす事態が発生。

－イラクの核開発計画の発覚（１９９１年）
－北朝鮮の核開発疑惑（１９９３年）

ＩＡＥＡ保障措置強化・効率化

●IAEA保障措置の強化・効率化方策（「９３＋２」計画）
第１部（現行の保障措置協定で実施可能な措置）

・情報提供の拡大
・原子力施設内における環境サンプリングの実施
・無通告査察の導入、拡大
・最新機器の導入、各国の保障措置制度との協力強化

第２部（新たな権限追加が必要な措置）
１．拡大申告

IAEAに対する情報提供範囲を以下のとおり拡大。
－核物質を伴わない核燃料サイクル関連研究開発活動
－原子力サイト関連情報
－濃縮、再処理等特定の原子力関連資機材の製造・組立情報
－原子力関連資機材の輸出入情報
－今後１０年間の原子力開発利用計画 等

２．補完的なアクセス
－核物質を用いない場所や原子力サイト外への立ち入り

（２４時間または２時間前の通告）
ーサイト内外での環境サンプリングの実施 等

（我が国は１９９８年１２月署名、翌年１２月発効。世界で８番目。原子力発電を行っている国では初。）

⇒ 追加議定書
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①追加議定書の国内担保

・IAEAに提供する情報（拡大申告）の確保

・「補完的なアクセス」の確保

②国内保障措置制度における民間能力の活用の拡大

・定型化した保障措置に係る検査を専門的能力を有する民間
機関に行わせることができるよう所要の規定を整備

（指定保障措置検査等実施機関として、平成１１年１２月に
（財）核物質管理センターを指定。）

原子炉等規制法の改正（平成１１年）
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（１）拡大申告

・申告実績

-冒頭報告（２０００年６月）、年次報告（毎年５月）
・主な報告対象事項（２００５年）

-国による核物質を伴わない核燃料サイクル関連研究開発活動
：109テーマ（日本原燃、日本原子力研究開発機構等）

-原子力サイト関連情報
：142サイト（日本原子力研究開発機構、電力、大学等）

-濃縮、再処理等特定の原子力関連資機材の製造・組立
：38活動（日立製作所、三菱重工等）

（２）補完的なアクセス
（日本原子力研究開発機構、日本原燃、Ｓｐringー８等）
実施回数 ：40回（2001年)、30回（2002年)、33回（2003年)、18回（2004年)、

29回（2005年）

追加議定書の実施状況
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（１）経緯
平成１６年６月、G８首脳会合(米国シーアイランド・サミット)において、各国による

NPT上の義務の履行及び保障措置協定の遵守を確保することを目的としたIAEA
の機能強化のため、IAEA理事会に新たな特別委員会を創設すべく協働すること
を盛り込んだ「不拡散に関するG８行動計画」が採択された。これを受け、平成１７
年６月IAEA理事会において理事会の諮問委員会として設立が決定された。

（２）概要

名 称：Committee on Safeguards and Verification(CSV)

目 的：保障措置及び検証の強化に向けた包括的計画を検討し理事会に提言

する

参 加 国：制約なし(IAEA加盟国であれば参加可能)

設置期間：２年

（３）検討の状況
これまでに平成１７年１１月に開催された第１回会合を含め、計４回の会合を

実施。IAEAの法的権限の強化、財政的資源の増加、環境試料（ＥＳ）分析におけ
る新たな技術の活用及び衛星による情報収集能力の強化が課題となっている。

保障措置及び検証に関する諮問委員会（ＣＳＶ）
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保障措置の最近の状況
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統合保障措置について

●統合保障措置とは

包括的保障措置協定及び追加議定書に基づいてIAEAが利用でき
る全ての保障措置手段を最適な形で組み合わせ、最大限の有効性と
効率を目指すもの。

●統合保障措置の適用

我が国においては、２００４年６月に「保有する全ての核物質が保障
措置下にあり平和的原子力活動の中に留まっている」との「結論」が
IAEAより導出されたことにより統合保障措置の適用が可能となった。

⇒ 統合保障措置の適用により、IAEAの査察回数が軽減

（しかし、ランダム中間査察による待機要因による対応等負担は軽減せず）
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統合保障措置の実施状況

2004年9月 MOX無し軽水炉、試験研究炉・臨界実験装置（常陽、Ｎ
ＵＣＥＦは除く）、使用済燃料貯蔵施設について統合保障措置への移
行開始。

2005年1月 MOX有り軽水炉、ウラン燃料加工施設について統合保
障措置への移行開始。

LOF（施設外の場所）を除く査察対象施設の７２％に統合保障措置が
適用（2005年末時点の109施設中、79施設）。

統合保障措置を適用した施設に対する査察業務量は、国内の全施
設に対する査察業務量の２５％（2005年末時点）。

移行開始から２年が経過。これまでのところ円滑な実施。

統合保障措置導入に伴う短期通告ランダム中間査察数の増加に伴
い、国内査察官の待機要員は増大。
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六ヶ所保障措置センター
査察を行う際の拠点として施

設近傍に整備
（平成１４年より運用）

日本原燃（株）

六ヶ所原子力施設に対する保障措置実施体制

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物(MOX)燃料加
工施設（Ｊ－ＭＯＸ）

（スケジュール）
平成19年 着工（予定）
平成23年 MOX試験開始（予定）
平成24年 操業開始（予定）

ウラン濃縮施設
平成４年より操業中

国の施設

六ヶ所保障措置分析所
（オンサイトラボ）

試料分析を効率的に行なえる
ように再処理施設内に整備

（平成１６年より運用）

試料分析

査察官室
査察官を常駐させ、２４時間体

制で査察を実施
（平成１６年より運用）

査察データ

六ヶ所再処理施設
（スケジュール）

平成16年 ウラン試験
平成18年 アクティブ試験
平成19年 操業開始（予定）

保

障

措

置

検

査

支援

保障措置査察システム
平成１９年度より運用（予定）
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【今後の取り組み】

●統合保障措置の本格導入
２００４年９月以来、我が国では順次、軽水炉、低濃縮ウラン燃料加工工場、使用

済燃料貯蔵施設、研究炉及び臨界実験集合体等において統合保障措置が導入さ
れ、査察業務量は徐々に軽減化の方向にある。（しかし、ランダム中間査察対応等、
受け入れ側の負担は必ずしも軽減されわけではない。）

●統合保障措置の対象拡大
現在、２０１１年度営業開始を目指している六ヶ所ＭＯＸ燃料工場（Ｊ-ＭＯＸ）におけ

る保障措置アプローチを検討中。さらに、日本原子力開発機構東海研究開発セン
ターの再処理技術開発センター、Ｐｕ燃料技術開発センター等を総括的に統合保障
措置の対象とするサイトアプローチの検討を行っている。

●効果的・効率的な保障措置体制確立に向けたＩＡＥＡとの連携
保障措置のための資源を効果的に活用するため、効率的・効果的な保障措置シ

ステム確立を目指して、今後ともＩＡＥＡとの連携を強めていく。


